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科目 平成18年度中間期末

（資産）
貸出金 8,080
証書貸付 8,080

有価証券 241,904
国債 137,899
社債 12,000
外国証券 92,004

受託有価証券 33,297
金銭債権 708,378
住宅貸付債権 131,785
その他の金銭債権 576,593

その他債権 1,009
銀行勘定貸 50,733
現金預け金 245,401
預け金 245,401

資産合計 1,288,805

（負債）
金銭信託 529,687
有価証券の信託 33,297
金銭債権の信託 595,876
包括信託 129,944

負債合計 1,288,805

信託業務の状況（単体）
■信託財産残高表 （金額単位　百万円）

（注）1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 共同信託他社管理財産はありません。
3. 元本補てん契約のある信託については取り扱っておりません。

区分 平成18年度中間期末

金銭信託 529,687
年金信託 —
財産形成給付信託 —
貸付信託 —

合計 529,687

■金銭信託等の期末受託残高 （金額単位　百万円）

（注）金銭信託等とは、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託であります。

区分 平成18年度中間期末

金銭信託
1年未満 80,378
1年以上2年未満 8,758
2年以上5年未満 286,063
5年以上 148,821
その他のもの —

合計 524,021

貸付信託
1年未満 —
1年以上2年未満 —
2年以上5年未満 —
5年以上 —
その他のもの —

合計 —

■信託期間別元本残高 （金額単位　百万円）

該当ありません。

■元本補てん契約のある信託の種類別期末受託残高

該当ありません。

■元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権
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中間期ディスクロージャー誌 2006110

区分 平成18年度中間期末

金銭信託
貸出金 8,080
有価証券 241,904

合計 249,984

年金信託
貸出金 —
有価証券 —

合計 —

財産形成給付信託
貸出金 —
有価証券 —

合計 —

貸付信託
貸出金 —
有価証券 —

合計 —

貸出金合計 8,080

有価証券合計 241,904

貸出金及び有価証券合計 249,984

■金銭信託等の期末運用残高 （金額単位　百万円）

区分 平成18年度中間期末

証書貸付 8,080
手形貸付 —
割引手形 —

合計 8,080

■貸出金の科目別期末残高 （金額単位　百万円）

区分 平成18年度中間期末

1年以下 1,580
1年超3年以下 1,300
3年超5年以下 4,000
5年超7年以下 —
7年超 1,200

合計 8,080

■貸出金の契約期間別期末残高 （金額単位　百万円）

区分 平成18年度中間期末

有価証券 —
債権 —
土地建物 —
工場 —
財団 —
船舶 —
その他 —

計 —

保証 3,000
信用 5,080

合計 8,080

■貸出金の担保別残高 （金額単位　百万円）
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区分 平成18年度中間期末
金額 構成比

設備資金 4,000 49.50%
運転資金 4,080 50.50

合計 8,080 100.00

■貸出金の使途別残高 （金額単位　百万円）

区分 平成18年度中間期末
金額 構成比

製造業 1,000 12.38%
農業、林業、漁業及び鉱業 — —
建設業 — —
運輸、情報通信、公益事業 4,880 60.39
卸売・小売業 1,000 12.38
金融・保険業 1,200 14.85
不動産業 — —
各種サービス業 — —
地方公共団体 — —
その他 — —

合計 8,080 100.00

■業種別貸出金内訳 （金額単位　百万円）

区分 平成18年度中間期末
金額 構成比

国債 137,899 57.01%
地方債 — —
短期社債 — —
社債 12,000 4.96
株式 — —
その他の証券 92,004 38.03

合計 241,904 100.00

（金額単位　百万円）

区分 平成18年度中間期末

中小企業等貸出金残高① 4,880
総貸出金残高② 8,080
中小企業等貸出金比率①/② 60.39

中小企業等貸出先件数③ 5
総貸出先件数④ 8
中小企業等貸出先件数比率③/④ 62.50

■中小企業等に対する貸出金状況 （単位　百万円、件、％）

（注）中小企業等とは、資本金 3億円（ただし、卸売業は 1億円、小売業、サービス業は 5千万円）以下の会社又は常用する従業員が 300人（ただし、卸売業は 100
人、小売業は50人、サービス業は100人）以下の会社及び個人であります。

■金銭信託等の有価証券期末残高


